
議会だより さ い 
 

 
 
 
 
 
【目的】 
 １．次世代を担う子供たちが、議会制民主主義を実際に体験し、身近な問題について率直な意見や考

え方を述べる機会をもつことで、社会参画の関心を高める。 
 ２．民主主義のルールを学び、中学校での活動に役立てる。 
 ３．子供ならではの視点で述べられた意見を、これからの村政やまちづくりに活かす。 

【日時】 
 平成 30年 11月 12日（月）   開会行事 午後１時 30分から 
                 一般質問   １時 40分から（予定） 

【場所】 
 佐井村議会議事堂（佐井村役場２階） 

【内容】 
 佐井中学校３年生 17人が議員となり一般質問を行なう。 
 一般質問は４つの班ごとに行ない、１班につき 15分程度とする。 
 

議長：磯 川 颯 汰     副議長：石 黒 穂 乃 花 

班 質 問 者 質    問    の    要    旨 

４ 

 

 

 

 

16番 石黒穂乃花 

 

 

 

 

１．佐井村少年消防団の活動について 

 福浦小中学校の統廃合により、日中の福浦地区の消防防災に手薄な部分

が生まれるのではないか。 

 また、佐井地区でも佐井小・中生が消防防災活動で地域へ貢献しなけれ

ばならない場面が生じるのではないか。 

 
13番 大石 大輝 

 

 

２．防災対策について 

 村内には多くの空き家があり、火災発生時には無人の木造の建物による

被害拡大などの危険性が考えられないか。 

 14番 横浜 太地 

 

３．空き家対策について 

 人口減少に伴う土地の区画整備や空き家対策は。 

 15番 佐賀 名月 

 

 

４．人口減少について 

 人口増加のため、住みよく魅力のあふれる村づくりが大切だが、今後の

対策は。 
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班 質 問 者 質    問    の    要    旨 

１ 

 

 

１番 東出 美咲 

４番 樋口 美穂 

 

１．佐井村のごみ問題について 

 以前使われていた中道地区の焼却場、原田地区の最終処分場の状況は。 

 また、生活排水の処理状況は。 

 
２番 渋谷 姫菜 

 

 

２．海岸に漂着するゴミについて 

 ゴミ（マイクロプラスチック）による佐井村の魚介類への影響と、今後

の海岸漂着ゴミへの対策は。 

 ３番 畠中 小夏 

 

３．通学路・交通安全に係わる環境整備について 

 通学路や歩道の整備計画は。 

２ 

 

８番 七戸 文寧 

 

１．人生いきいき１００年時代を目指して 

 佐井村の健康づくり、介護予防の具体的対策は。 

 ７番 金沢 紫世 

 

２．冬場の運動不足解消について 

 冬場にスポーツの機会を増やすような対策をしているか。 

 ５番 田畑  空 

 

 

 

３．地産地消の取り組みについて 

 手づくりマート以外に、地産地消の取り組みは行なわれているか。また、

手づくりマートによって地産地消への意識が高まるなどの成果は。 

 その他、地産地消を推進するための取り組みはあるか。 

 ６番 津田  怜 

 

４．佐井中学校学校農園の可能性について 

 佐井中学校周辺に、学校農園として利用可能な土地を取得する考えは。 

３ 

 

10番 東出 太陽 

 

１．鳥獣被害対策の取り組みについて 

 有害鳥獣対策の現状や、鳥獣被害防止への取り組みは。 

 12番 須藤 恋那 

 

 

２．児童・生徒の安全な学習について 

 児童・生徒が安全に学習するための対策は。 

 また、原田地区中学生のスクールバスでの通学の考えは。 

 ９番 長島 優輝 

 

 

３．国際交流について 

 観光に関する取り組みは。 

 また、佐井村のホームページを多言語で発信している効果は。 

 11番 木部亜寿香 

 

 

４．「日本で最も美しい村」への取り組みについて 

 佐井村の美しさを維持するための具体的な方策は。 

 また、今後の森林管理の計画は。 

 

傍聴を希望される方には「傍聴者名簿」に必要事項をご記入いただきますので、開会予定時刻までに

議会事務局へお越しください。 

 なお、会議規則により議場内での写真撮影、ビデオ撮影はできないこととなっていますが、今回のこ

ども議会ではそれらを許可しています。ご了承ください。ただし、携帯電話での通話はできません。 
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